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※24時間連絡体制の確保

利用者35名又はその端数を増すごとに1名を標準とする。

②　事業所における虐待の防止のための指針を整備する。

③　職員に対して虐待の防止のための研修を年2回以上実施し、研修を適切に実施するための担当者を置く。

●当事業所お客様相談窓口
受付窓口　　医療法人財団 公仁会  鹿島病院内

担 当 者　　濱崎　貴仁（主任介護支援専門員）

受付時間　　８：３０～１７：３０

ご利用方法　（電　話）0852-82-2645　　　　　

（直　接）鹿島病院５F　やまゆり居宅介護支援事業所

●松江市健康福祉部介護保険課事業所指定係

連絡先　　0852-55-5689

●島根県国民健康保険団体連合会　審査第2課　介護保険係介護サービス苦情相談窓口

連絡先　　0852-21-2811

訪問看護計画の作成及び事後評価

認知症に係る取組みについて

ハラスメント対策について

主病名，日常生活状況，看護内容
研修の受講状況、取り組み状況について介護サービス情報公開制度おいて公表しています。

適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、別途法人の定めるハラスメント防止規程に基づき対応しま
す。

第３者評価に実施 行っておりません。

①　事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について周知徹底を図る。

④　担当者は、法人に設置している身体抑制検討部会の構成員である在宅サービス部職員がその任に当たる。

運営の方針

営業日

７．利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスの種類が特定の事
業者に不当に偏することのないよう公平・中立に行う。複数の事業所の紹介を求めることが可能であること、当
該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明し、公平性、中立性を確保する。

緊急時及び事故発生時の対応

　利用者の主治医又は事業所の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示にしたがいます。また、緊急連絡先に連絡いたし
ます。また賠償すべき事故が発生した場合には､速やかに損害賠償を行います。

５．地域包括ケアシステムの構築の推進するための地域ケア会議に協力し、地域に貢献する。

管理者の氏名 濱崎　貴仁(主任介護支援専門員）

サービス提供地域

3271100020

月～金 （ただし祝日、8/14～15、12/30～翌年1/3を除く）

４．他の市町村から介護認定調査の委託を受けた場合は公平・中立な立場で正しい調査を行い、その知識を有す
るよう研鑚を行う。

３．被保険者の選択により、心身状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉
サービス、施設等の多様なサービスと事業所の連帯を得て、総合的かつ効果的に介護計画を提供されるよう配慮
し努める。

介護支援専門員　4名　　事務員（病院業務と兼務）

　当事業所は営業時間外・休日も24時間対応しています。緊急時等、いつでもご連絡ください。

８．地域包括支援センターより、介護予防サービス計画書の作成依頼の委託を受けた場合は、介護予防サービス
計画書の立案を行う。

６．研修の実施主体との間で実習等の受入れを行う体制を整える。

鹿島病院やまゆり居宅介護支援事業所は、介護保険法の理念に基くと共に高齢者が自立した生活を送れるよう、また老化に
伴い介護が必要な者に対して、介護相談、介護計画等を支援することを目的とする。事業の目的

島根県松江市鹿島町名分２４３－１

松江市内

午前８時３０分～午後５時３０分

事業所所在地

指定番号

職員の職種、人数

鹿島病院やまゆり居宅介護支援事業所の概要
《令和4年8月1日》

１ヶ月の利用料金は、原則として介護報酬から負担されますので、利用者の負担はありません。ただし、 厚生労働大臣が定
める中山間地域等は除く通常の事業の実施地域以外の地域の居宅においてサービスを行なう場合の交通費について、利用者
の同意を得てから実費を徴収する場合がございます。
 ・交通費（通常の事業の地域外の場合）：1回　２５０円

利用料金

営業時間

連絡先

利用定員

１．被保険者が要介護状態となった場合、その可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことが出来るよう配慮して行う。

２．被保険者が要介護状態等に係る申請に対して利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。また、被保険者の
申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。

9．平時、又は利用者の入所・入院時において、利用者の診療、療養等に資する為、関係する医療機関や介護事業
所等との連携をとり、速やかに必要な情報の授受を行うものとする。

10．事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施
する等の措置を講じるものとする。

　サービスの提供を通じ収集した情報は、「個人情報の使用に関する同意書」でお示しする目的以外に使用することはあり
ません。またその秘密は、職員の退職後も、またｻｰﾋﾞｽの提供が終了した後も守秘致します。

 サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。
ご利用者様へのお願い

個人情報の取り扱いについて

苦情が生じた際、担当者から所長へ報告し、必要に応じて、市等への届出を行います。
苦情相談窓口


